
第６次新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり推進計画（案）への意見と市の考え方 
 

意見募集期間：令和３年 12 月 1５日（水）から令和４年 1 月 1３日（木） 

意見提出者数：１名（窓口１名） 

意見提出件数：４件 

 

ご意見及びご意見に対する市の考え方 

番号 意見箇所 意見内容 ご意見に対する市の考え方 案修正 

１ 全体 パブコメが実施されたことで一般市民でも本市及び各区の状況を知る

事が出来て良かったです。 

今後も市の犯罪情勢や取り組みを多く

の市民に知っていただけるよう、広報啓

発活動に努めます。 

なし 

２ Ｐ.３７ 

第５章 

計画の内容 

 【基本的方向性】第 1 防犯意識の高いひとづくり 

【推進方策】２ ひとづくり 

とありますが、具体的に何をされるのかを入れて下さい。 

 計画内容の体系を示したものですので

具体的事項を入れるのは馴染まないと考

えます。 

なし 

３ Ｐ.３８ 

２ ひとづくり 

（１）人材育成 

防犯リーダーを育成しますとありますが、具体的な育成内容も入れて下

さい。 

例年「防犯リーダー研修会」を開催し、

防犯リーダーの育成に努めています。 

犯罪発生状況や手口は、景気や人口の

変動といった社会情勢、各種取り組みの

成果等様々な要因により変化するため、

具体的な育成内容は予め計画には記述せ

ず、その時々の犯罪情勢や地域の実態に

即した活動を推進します。 

なし 

４ Ｐ.３８ 

３ 子どもへの

教育 

（３）地域にお

ける教育 

街頭育成活動を行いますとありますが、具体的な活動内容も入れて下さ

い。 

 「街頭育成活動を行います。」を「巡視、

声かけなどの街頭育成活動を行います。」

に修正します。 

あり 
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